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保安規程の届出/変更の届出
主任技術者選任又は解任届出

の電子申請方法について

保安ネット概要説明資料
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手続の電子化により、以下に示すようなメリットがあります。これらのメリットにより、現行業務と比較して業
務時間の削減が期待できます。

電子化により実現できること

電子化により期待されるメリット①
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保安ネットで、申請・届出を提出した場合、以下に示すようなメリットがあります。

電子化により期待されるメリット②

受理証明

受理完了後に発行される受理証
明は、PDF型式にて複数回ダウ
ンロード・印刷可能です。

提出した届出 / 申請の処理状
況（審査中、受領済、承認済
等）を画面上で確認。一覧を印
刷することもできます。

提出した届出 / 申請毎に保安
ネットの画面の一覧上で受理/ 
審査完了結果が閲覧可能です。
過去の届出 / 申請データを利
用して新たに届出・申請も行えま
す。

受理証明には押印の代わりに経済産
業省のロゴが記載されます。

※2021年11月より機能が追加されました
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電子化対象手続（電気事業法）

電気事業法分野における電子化の対象手続は、以下の8手続となります。

事業用電気工作物の
保安規程の届出/変更の届出

主任技術者選任又は解任届出

主任技術者兼任承認申請

主任技術者選任許可申請

保安管理業務外部委託承認

発電所出力変更報告

自家用電気工作物廃止報告書

ばい煙発生施設廃止報告書

•事業用電気工作物の保安規程の届出
•事業用電気工作物の保安規程の変更の届出

•事業用電気工作物の主任技術者の選任届出
•事業用電気工作物の主任技術者の解任届出

•事業用電気工作物の主任技術者の兼任承認

•主任技術者免状の交付を受けていない者を主
任技術者とする許可

•保安管理業務外部委託承認（電気主任技
術者の不選任）

•自家用電気工作物設置者の発電所の出力の
変更等の報告

•需要設備の廃止の届出
•発電所の廃止の届出

•ばい煙（騒音・振動）発生施の廃止の届出

1

2

3

4

5

6

7

8

保安ネットにおける手続名 電気事業法における手続名

•電気事業法 第42条第1項
•電気事業法 第42条第2項

•電気事業法 第43条第3項前段
•電気事業法 第43条第3項後段

•電気事業法 第52条第4項

•電気事業法 第43条第2項

•電気事業法 第52条第2項

•電気関係報告規則 第5条

•電気関係報告規則 第5条第2号
•電気関係報告規則 第5条第2号

•電気関係報告規則 第4条

関連条文
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保安ネット利用に必要なアカウントを取得する

保安ネットを利用するためには、 「GビズID」というデジタル庁が提供するサービスのアカウント取得が必要
になります。GビズIDホームページより、アカウントを作成ください。

■GビズIDホームページ

URL(トップページ)： https://gbiz-id.go.jp/top/

※ GビズIDのマニュアルは以下URLを参考ください
URL： https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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gBizIDアカウントの種別

アカウント種別 説明

厳密な本人確認の審査不要のアカウント

• 誰でも作成できるアカウント。
• アカウント作成の申請内容の確認は行われない。ただし、メールアドレスの存在確認と法人番号の

存在確認（法人の場合）は行う。
• gBizIDからの登録のみで作成可能。
• 保安ネットへのログインは、アカウントIDとパスワードの入力で可能。

2
エントリー

厳密な本人確認の審査が必要なアカウント（セキュリティの高いアカウント）

• 保安ネットへのログインは、アカウントIDとパスワードの入力に加え、携帯電話によるSMS認証が必要。
• gBizIDプライムアカウントの取得には、印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明書）と登録印

鑑で押印した申請書の郵送が必要。

• gBizIDプライムの保有者が、親アカウントとして発行する子アカウント。
• gBizIDメンバーは、親アカウントであるgBizIDプライムと同等の権限を有する。
• ログイン時に携帯電話によるSMS認証が必要。

1

プライム

メンバー

gBizIDアカウントは全3種類あります。提出者によって利用可能なアカウントが異なりますのでご確認ください。

設置者

関係会社

プライム メンバー エントリー

ー ○* ×

○ ○ ○

提出者

■保安ネットで利用可能なアカウント

*設置者の関係会社・外部選任受託者が手続を提出
する場合は、設置者が作成したメンバーアカウントが
必要。詳細は次頁を参照。

外部選任受託者 ー ○* ×
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外部選任受託者・関係会社が手続を保安ネットで提出する場合は、設置者がプライムアカウントを取
得し、外部選任受託者・関係会社のメンバーアカウントを作成ください。外部選任受託者・関係会社は、
設置者が作成したメンバーアカウントで手続をご提出ください。

【外部選任受託者・関係会社】
アカウント取得・手続き提出の流れ

プライムアカウント取得

メンバーアカウント作成

取得の流れ

手続参照権限の設定
（任意）

メンバーアカウントでログイン

手続提出

設置者作業

手順

gBizIDサイト TOPページにアクセスし、gBizIDプライムアカウン
トを取得します。

プライムアカウントでgBizIDサイトにログインし、外部選任受
託者が使用するgBizIDメンバーアカウントを作成します。

保安ネットにログインし、手続の参照権限を設定します。

外部選任受託者は、設置者が作成したgBizIDメンバーア
カウントで保安ネットにログインします。

ログイン後、必要な手続をご提出ください。

gBizIDプライム
(設置者)

gBizIDメンバー
(ビルメンテナンス会社等)

保安ネットアカウント

外部選任受託者(ビルメンテナンス会社等)
関連会社作業

https://gbiz-id.go.jp/top/#getid
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手続の参照権限設定が必要な場合は、グループを作成し、メンバーを紐づけることで権限を設定することができます。
プライムアカウントは、同一法人のメンバーが提出した申請内容・結果を参照可能ですが、グループに所属するメン
バーアカウントは、他グループの手続情報を参照することはできなくなります。

【外部選任受託者・関係会社】
（参考）手続参照権限の概要

事業場A

事業場B

メンバー１が提出した
事業場Aの手続

メンバー4

プライム

権限あり

設置者

参照可能

参照不可
【注意】

• プライムは、メンバーが提出した全ての手続情
報を参照可能です。

• グループに紐づかないメンバーも、全ての手続
情報が参照可能となります。

提出
メンバー1

メンバー2

外部選任グループＡ
(ビルメンテナンス会社)

権限なし

外部選任グループB
(ビルメンテナンス会社)

メンバー3

権限あり

権限あり

権限なし



Copyright © 2022  Accenture  All rights reserved11

プライムアカウント・メンバーアカウントはgBizIDサイトより作成しますが、グループは保安ネットから作成が必要となりま
す。登録方法の詳細は「⑧【参考】(外部選任受託者・関係会社)メンバーアカウント・グループ登録方法」を参照くだ
さい。

【外部選任受託者・関係会社】
（参考）アカウント・グループの作成サイト

社員
（設置者）

プライム（設置者）

メンバー

メンバー

グループ

グループ

gBizサイトより申請書を
作成し、アカウントを取得

保安ネットにログインし、グループを作成 gBizサイトよりプライムで
ログインし、メンバーを作成

外部選任受託者（ビルメン
テナンス会社等）
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取得したアカウントでログインする①

保安ネットのログイン画面は、保安ネットポータルより遷移いただけます。

■保安ネットポータル

URL： https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/
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取得したアカウントでログインする②

ログイン画面が開いたら、ログインIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。
なお、ログインIDの欄にはメールアドレスを入力します。

■保安ネットログイン画面
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説明対象の手続

事業用電気工作物の
保安規程の届出/変更の届出

主任技術者選任又は解任届出

主任技術者兼任承認申請

主任技術者選任許可申請

保安管理業務外部委託承認

発電所出力変更報告

自家用電気工作物廃止報告書

ばい煙発生施設廃止報告書

• 事業用電気工作物の保安規程の届出
• 事業用電気工作物の保安規程の変更の届出

• 事業用電気工作物の主任技術者の選任届出
• 事業用電気工作物の主任技術者の解任届出

• 事業用電気工作物の主任技術者の兼任承認

• 主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする
許可

• 保安管理業務外部委託承認（電気主任技術者の不選任）

• 自家用電気工作物設置者の発電所の出力の変更等の報告

• 需要設備の廃止の届出
• 発電所の廃止の届出

• ばい煙（騒音・振動）発生施の廃止の届出

1

2

3

4

5

6

7

8

保安ネットにおける手続名 電気事業法における手続名

説明対象の手続

本章では、「事業用電気工作物の保安規程の届出/変更の届出」の手続について、保安ネットでの実
際の操作をご説明いたします。
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届出は、手続提出後、審査が完了すると審査結果がメールで通知され、受理内容を印刷することが
可能です。２回目以降の提出は、過去手続をコピーし、必要箇所を修正したうえで提出することがで
きます。

操作の流れ

：監督部作業：提出者（保安団体）作業【判例】

確認いただく機能 確認のポイント手続・操作

手続提出

審査

電子申請における手続作成 ☞ 保安ネットでの申請手続の方法

ー

通知メール、全手続一覧
☞ 通知メールの形式確認
☞ 通知メールからの結果確認の方法

複写機能
（過去に提出した手続のコピー機能）

☞ 複写の利用方法

受理証明印刷機能 ☞ 受理証明印刷の方法

ー

通知メール受領、
審査結果確認

受理内容の印刷

【参考】過去手続の複写
（2回目以降の申請）
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まず、メニューの「新規手続」から「電気事業法」を選択し、「事業用電気工作物の保安規程の届出/
変更の届出」を押下します。

手続の提出 ー手続の選択ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

• 「保安規程の新規届出」は事前提出可能ですが、
「保安規程の変更届出」は事後届出のため変更日
以降に提出ください。

ポイント
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「基礎情報」タブをクリックし、項目を入力します。

手続の提出 ー基礎情報の入力ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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提出区分を入力します。

手続の提出 ー基礎情報の入力①（提出区分）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

新設または事業場譲渡（設置者の変更）の場合は、「新規」を選択ください
新設・譲渡以外の場合は「変更」を選択ください

画面下にスクロールすると表示されます
「提出区分」の例にあるとおり、詳細を記載ください
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提出者情報を入力します。

【自社選任】
手続の提出 ー基礎情報の入力②（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます
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提出者情報を入力します。

【自社選任（関係会社による選任）】
手続の提出 ー基礎情報の入力②（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます

関係会社の場合は必ず会社名も記載ください○○会社 山田 太郎
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提出者情報を入力します。

【外部選任】
手続の提出 ー基礎情報の入力②（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます

外部選任の場合は必ず会社名も記載ください○○会社 山田 太郎
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設置者情報を入力します。

手続の提出 ー基礎情報の入力③（設置者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

「法人名」または「法人番号」より法人情報を
検索し、設定することができます

みなし設置者を選択すると下に「本来設
置者情報」の入力欄が表示されます

• 「設置者情報」は、保安規程等の添付書類と一致するよう
入力ください。

• みなし設置者の詳細については以下を参照ください。
https://www.safety-
kinki.meti.go.jp/denryoku/downloadfiles/jikayou/
pdf/minasi.pdf

ポイント

https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/downloadfiles/jikayou/pdf/minasi.pdf
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「詳細情報」タブをクリックし、項目を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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事業場情報を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力①（事業場情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報 過去に電子申請を行ったことのある事業場の場合、カーソルを合わせ
て下矢印キーを押下し、リストから事業場を選択することで「事業場
名、事業場情報」を入力項目へ反映することができます。

下矢印キー

保安規程に記載されている名称を入力ください

提出者の組織内で独自に管理している番号
をお持ちの場合は任意で入力ください
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事業場情報を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力②（附則情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

＜提出区分で「変更」を選択した場合＞＜提出区分で「新規」を選択した場合＞

本日以前の日付を入力ください
（変更日以降に提出ください）

確認してチェックください

• 基礎情報タブの「提出区分」の選択によって、表示される項
目がことなります。

ポイント
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電気工作物情報を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力③（電気工作物情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

発電所が複数ある場合は、クリックするこ
とで入力欄を追加することができます

構外にわたる電線路が無い場合は「無」
を選択ください
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「添付書類」タブで、必要な書類をアップロードし、 「確認へ」ボタンを押下します。

手続の提出 ー書類の添付ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

クリックしてファイルをアップロードください
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保安規程の新規/変更の届出について、電子申請の場合の添付書類はそれぞれ以下となります。

（参考）保安規程届出で必要な添付書類

電子申請での添付書類

保
安
規
程

保安規程本文(条文)

構内図（使用区域図）

組織図

• 必須
※保安規程変更の届出の場合は、保安規程の本文に変更がある場合のみご提出ください。

• 現行運用どおり、左記書類を添付ください。

単線結線図

適用事業場一覧

• 保安規程変更にて設置者名や住所等の変更を、複数の事業場に適用する場合で、且つ現行で
適用事業場一覧を提出する運用をしている場合はご提出ください。

• 現行で上記のような運用をしていない場合は、現行通り、事業場単位で保安規程の変更を都度
出してください。（新たに適用事業場一覧を作成・提出いただく必要はございません。）

みなし設置者として要件を
みたしていることの説明書

• 設置者がみなし設置者である場合で、当該設置者に関して初めて申請をする場合は添付が必須
となります。

点検基準表

添付条件

※保安規程の表紙は添付不要です。
※変更を必要とする理由書は添付不要です。変更を必要とする理由書の記載内容は詳細情報タブの附則情報に記載ください。
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「提出」ボタンを押下します。

手続の提出 ー手続内容の確認ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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「事業用電気工作物の保安規程の届出」が提出されます。

手続の提出 ー手続提出ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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監督部での審査が完了すると、提出したアカウントのメールアドレスへ、以下のような通知メールが届き
ます。なお、審査結果は保安ネットへログインして確認いただく必要がございます。

通知メール受領

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

【審査結果の確認】
審査結果は、メールの文面には記載されておりませんので、保安
ネットにログインしてご確認いただく必要があります。
メールに記載されている「ログイン画面URL」は、保安ネットへアク
セスするURLとなります。
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メニューバーの「全手続一覧」を選択し、「法令」で「電気事業法」、必要に応じて「提出先監督部」、
「手続選択」で絞込みをかけます。ステータスを見ることで結果確認ができます。

審査結果確認

【全手続一覧】
ヘッダーでフィルターをかけることが可能です。
通知メールに記載されてる、「管理番号」で検索することで、
通知メールで連絡された対象手続を特定することができます。

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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届出の証明が必要な場合は、手続の「受理証明印刷」ボタンを押下します。印刷するブラウザは
Chromeを推奨しております。

受理内容の印刷

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

受理証明のイメージ
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2回目以降の提出の場合、過去に提出した手続を複写して、新規手続を作成することが出来ます。
複写する場合は、過去作成した手続より「複写」ボタンを押下します。

（参考）過去手続の複写

【複写機能】
過去作成した手続内容をコピーして、新規手続を作成します。
内容を一部修正して提出する際にご利用いただけます。



Copyright © 2022  Accenture  All rights reserved37

① 電子化のメリット

② 保安ネットで提出できる手続

③ アカウントの取得方法

④ 保安ネットへのログイン

⑤ 手続の提出方法 ～保安規程の届出/変更の届出～

⑥ 手続の提出方法 ～主任技術者選任又は解任届出～

⑦ その他手続提出時の注意

⑧ 【参考】(外部選任受託者・関係会社)メンバーアカウント・グループ登録方法
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説明対象の手続

事業用電気工作物の
保安規程の届出/変更の届出

主任技術者選任又は解任届出

主任技術者兼任承認申請

主任技術者選任許可申請

保安管理業務外部委託承認

発電所出力変更報告

自家用電気工作物廃止報告書

ばい煙発生施設廃止報告書

• 事業用電気工作物の保安規程の届出
• 事業用電気工作物の保安規程の変更の届出

• 事業用電気工作物の主任技術者の選任届出
• 事業用電気工作物の主任技術者の解任届出

• 事業用電気工作物の主任技術者の兼任承認

• 主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者とする
許可

• 保安管理業務外部委託承認（電気主任技術者の不選任）

• 自家用電気工作物設置者の発電所の出力の変更等の報告

• 需要設備の廃止の届出
• 発電所の廃止の届出

• ばい煙（騒音・振動）発生施の廃止の届出

1

2

3

4

5

6

7

8

保安ネットにおける手続名 電気事業法における手続名

説明対象の手続

本章では、「主任技術者選任又は解任届出」の手続について、保安ネットでの実際の操作をご説明い
たします。なお、審査結果の確認、受理証明印刷、過去手続の複写方法は、「保安規程の届出/変
更の届出」の手順を参考ください。
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まず、メニューの「新規手続」から「電気事業法」を選択し、「主任技術者選任又は解任届出」を押下
します。

手続の提出 ー手続の選択ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

• 「主任技術者選任又は解任届出」は、主任技術者免状を取得
している方を選任する場合に提出します。免状がない方を選任
する場合は「主任技術者許可申請」を提出ください。

• 「主任技術者選任又は解任届出」については事後届出のため
選解任日付以降に提出ください。

• 主任技術者の変更以外は「主任技術者選任又は解任届出」
の提出は不要です。

ポイント
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「基礎情報」タブをクリックし、項目を入力します。

手続の提出 ー基礎情報の入力ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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提出者情報を入力します。

【自社選任】
手続の提出 ー基礎情報の入力①（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます
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提出者情報を入力します。

【自社選任（関係会社による選任）】
手続の提出 ー基礎情報の入力②（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます

関係会社の場合は必ず会社名も記載ください○○会社 山田 太郎
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提出者情報を入力します。

【外部選任】
手続の提出 ー基礎情報の入力②（提出者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

氏名は、姓・名の間に全角スペースを入力ください

「*」がついている箇所は入力必須です

• 「提出者情報」はGビズで登録した情報が初期表示されます。

ポイント

郵便番号入力後、ボタンを押下すると都道府県、
市区町村以降住所が自動入力されます

外部選任の場合は必ず会社名も記載ください○○会社 山田 太郎
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設置者情報を入力します。

手続の提出 ー基礎情報の入力②（設置者情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

基礎情報

「法人名」または「法人番号」より法人情報を
検索し、設定することができます

みなし設置者を選択すると下に「本来設
置者情報」の入力欄が表示されます
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「詳細情報」タブの項目を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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事業場情報を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力①（事業場情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報 過去に電子申請を行ったことのある事業場の場合、カーソルを合わせ
て下矢印キーを押下し、リストから事業場を選択することで「事業場
名、事業場情報」を入力項目へ反映することができます。

下矢印キー

• 保安規程に記載されている名称を入力ください
• 事業場名に変更がある場合は保安規程の提出も必要です

提出者の組織内で独自に管理している番号
をお持ちの場合は任意で入力ください
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電気工作物情報を入力します。

手続の提出 ー詳細情報の入力②（電気工作物情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

発電所が複数ある場合は、クリックするこ
とで入力欄を追加することができます

構外にわたる電線路が無い場合は「無」
を選択ください
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電気主任技術者の情報を入力します。

【自社選任】
手続の提出 ー詳細情報の入力③（電気主任技術者の情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

当該主任技術者が設置者の役員又は
従業員である場合はチェックください
※自社選任の場合もチェックが必要です

• 解任する場合は他事業場の手続がないか確認ください。

ポイント

本日以前の日付を入力ください
（選任日以降に提出ください）

自社選任を選択ください
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電気主任技術者の情報を入力します。

【自社選任（関係会社による選任）】
手続の提出 ー詳細情報の入力③（電気主任技術者の情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

当該主任技術者が設置者の関係会社
の役員又は従業員である場合はチェックく
ださい
※自社選任の場合もチェックが必要です

• 解任する場合は他事業場の手続がないか確認ください。

ポイント

本日以前の日付を入力ください
（選任日以降に提出ください）

自社選任を選択ください

親子、兄弟会社に該当する場合は
その旨を記載ください

「子会社からの派遣社員」、「親会社
からの派遣社員」、「兄弟会社からの
派遣社員」から選択してください

派遣元企業名を入力ください
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電気主任技術者の情報を入力します。

【外部選任】
手続の提出 ー詳細情報の入力③（電気主任技術者の情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

業務委託契約・労働者派遣契約を結んでい
る場合はチェックください

主任技術者と労働者派遣契約を結んで
いる場合はチェックください

• 解任する場合は他事業場の手続がないか確認ください。

ポイント

本日以前の日付を入力ください
（選任日以降に提出ください）

外部選任を選択ください

「ビルメンテナンス会社社員」
を選択ください

派遣元企業を入力ください



Copyright © 2022  Accenture  All rights reserved51

電気主任技術者の情報を入力します。

【兼務（常時勤務する事業場と異なる事業場への選任）】
手続の提出 ー詳細情報の入力③（電気主任技術者の情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

兼務の場合は「事業場近傍に勤
務」を選択ください

当該主任技術者が設置者の役員又は
従業員である場合はチェックください
※自社選任の場合もチェックが必要です

• 解任する場合は他事業場の手続がないか確認ください。

ポイント

自社選任を選択ください

本日以前の日付を入力ください
（選任日以降に提出ください）
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主任技術者の執務に関する情報を入力します。

【兼務（常時勤務する事業場と異なる事業場への選任）】
手続の提出 ー詳細情報の入力④（主任技術者の執務に関する情報）ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

詳細情報

• 前頁の「電気主任技術者情報」の執務形態で「事業場近傍に
勤務」を選択した場合のみ「主任技術者の執務に関する情報」
が表示されます。

• 兼務（常時勤務する事業場と異なる事業場への選任）の場
合は、常時勤務する事業場等又は自宅から２時間以内に到
達できる場合に選任可能となっています。

ポイント

常時勤務する勤務先または自宅か
ら事業場までの距離を入力ください

基礎情報

兼務の場合は、連絡責任者の役職、氏名を基礎
情報タブの「監督部への確認事項」に記載ください
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「添付書類」タブで、必要な書類をアップロードし、 「確認へ」ボタンを押下します。

手続の提出 ー書類の添付ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷

クリックしてファイルをアップロードください
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「提出」ボタンを押下します。

手続の提出 ー手続内容の確認ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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「主任技術者選任又は解任届出」が提出されます。

手続の提出 ー手続提出ー

手続提出

審査

通知メール受領、審査結果確認

受理内容の印刷
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① 電子化のメリット

② 保安ネットで提出できる手続

③ アカウントの取得方法

④ 保安ネットへのログイン

⑤ 手続の提出方法 ～保安規程の届出/変更の届出～

⑥ 手続の提出方法 ～主任技術者選任又は解任届出～

⑦ その他手続提出時の注意

⑧ 【参考】(外部選任受託者・関係会社)メンバーアカウント・グループ登録方法
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廃止に関する手続の選択

事業場が廃止

廃止対象が
ばい煙発生施設

事業場の全廃に伴う
報告書

ばい煙発生施設の廃止
報告書

発電所が廃止

保安ネット

はい いいえ

いいえはい

事業場の廃止、発電所の廃止の有無により、利用する届出が異なります。また、いずれの場合も廃止対象にばい煙
発生施設を含む場合は、別途ばい煙廃止の報告書の提出が必要となります。

• 事業場の廃止
想定ケース

• ばい煙発生施設の廃
止

※ 非常用予備発電装置に関する届出は、ばい煙発生施設の場合のみ、ばい煙発生施設の廃止報告書を提出。

発電所の
廃止報告書

• 発電所の廃止

発電所の
出力変更報告書

• 出力変更

廃止対象の事業場情報
のみを入力。入力内容

廃止対象の施設情報を
入力。

廃止後の電気工作物情
報を入力。

変更後の電気工作物情
報を入力。
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手続の提出例

前項の整理に基づき、ケースごとに提出すべき手続は以下イメージとなります。

ケース① 発電所の廃止

事業場

発電所

配電線路

需要設備

発電設備

ケース② 発電所の一部廃止

事業場

発電所

配電線路

需要設備

発電設備

発電設備

ケース③ 非常用予備発電装置廃止

事業場

発電所

非常用発電装置

配電線路

需要設備

ばい煙発生施設を廃止する場合は
「ばい煙廃止報告書」も提出

発電所廃止報告書
発電所の

出力変更報告書

ばい煙発生施設の廃止
報告書

ばい煙発生施設の場合のみ

ばい煙発生施設の廃止
報告書
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① 電子化のメリット

② 保安ネットで提出できる手続

③ アカウントの取得方法

④ 保安ネットへのログイン

⑤ 手続の提出方法 ～保安規程の届出/変更の届出～

⑥ 手続の提出方法 ～主任技術者選任又は解任届出～

⑦ その他手続提出時の注意

⑧ 【参考】(外部選任受託者・関係会社)メンバーアカウント・グループ登録方法
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メンバーアカウントは、設置者がプライムアカウント取得後に、取得したプライムアカウントでgBizIDサイトに
ログインし、メンバー登録画面より作成することができます。なお、プライムアカウントは1法人で１つしか作
成できません。

【外部選任受託者・関係会社】
メンバーアカウント作成方法

• メンバーもログイン時にワンタイムパスワードが必要です。
• ワンタイムパスワードの通知先はここに登録した各自の電話番号に通

知されます。
• メンバーがログインしても、プライムへの通知はありません。

※手順の詳細は以下リンクのマニュアルを参照ください。
（https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdf）

プライムアカウント
でログイン

設置者作業
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外部選任受託者・関係会社は、設置者が作成したメンバーアカウントでGビズにログインをし、アカウント
利用者情報を登録します。利用者氏名は、姓に「会社名」、名に「氏名」を入力ください。

【外部選任受託者・関係会社】
メンバーアカウント情報変更

姓に「会社名」、名に「氏名」を登録ください

メンバーアカウント
でログイン

外部選任受託者
関係会社作業
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グループ作成は、まず初めに保安ネットへログインします。以下URLの保安ネットポータルより、「保安ネッ
トにログイン」ボタンを押下すると遷移いただけます。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法①ー

URL： https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/

■保安ネットポータル

設置者作業

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/
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ログイン後、アカウント管理メニューから、グループ検索ボタンを押下します。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法②ー

設置者作業
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新規登録ボタンを押下します。なお、既に作成済みのグループは当該画面から検索が可能です。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法③ー

保安ネット一般法人

設置者作業
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作成するグループ名を入力し、保存ボタンを押下します。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法④ー

保安ネット一般法人

設置者作業
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グループを作成後、アカウントをグループに紐づけます。まず、「アカウント管理」よりグループ登録する対象
のアカウントを検索し、選択します。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法⑤ー

設置者作業
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検索結果にて抽出された対象のアカウントの詳細画面にて、「変更」を押下します。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法⑥ー

XXX@hoan.co.jp 保安 太郎 ホアン タロウ

08000000000

保安ネット一般法人

保安 太郎 ホアン タロウ

設置者作業
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ホアン タロウ保安 太郎

08000000000

XXX@hoan.co.jp

保安ネット一般法人

保安 太郎 ホアン タロウ

グループ名の項目にて、グループ化したい対象のグループを選択します。選択したら、「保存」を押下して
完了です。

【外部選任受託者・関係会社】
手続参照権限の設定 ーグループ登録・メンバー追加方法⑦ー

グループが変更となった際は、変更前のグループの情報は
参照できなくなるため、ご注意下さい。

設置者作業


